
ケアラーって？

高齢、身体又は精神上の障害、疾病、使用する言語など
により援助を必要とする家族や友人、身近な人を
無償でケアする人のことです。

シンボルマーク

募集要項や応募用紙はこちら

キャッチコピー

募集期間 令和７年５月２８日（水）～７月６日（日）

表 彰

〒６０４－８５７１
京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地（北庁舎４階）

京都市保健福祉局福祉のまちづくり推進室 企画・ケアラー支援推進担当
ＴＥＬ：０７５－２２２－３５２７
メール：chiikifukushi@city.kyoto.lg.jp

お
問
合
せ
先

この印刷物が不要になれば

「雑がみ」として古紙回収等へ！

mailto:chiikifukushi@city.kyoto.lg.jp


〒６０４－８５７１
京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地（北庁舎４階）
京都市保健福祉局福祉のまちづくり推進室 企画・ケアラー支援推進担当

ＴＥＬ：０７５－２２２－３５２７
メール：chiikifukushi@city.kyoto.lg.jp

①シンボルマーク
テーマについて、視覚的にイメージできるデザインのシンボル

マークを募集します。

②キャッチコピー
テーマについて、簡潔かつ印象的に表現されているキャッチ

コピーを募集します。

①郵送又は持参
所定の応募用紙を、応募先まで郵送又は持参してください。

②電子メール
所定の応募用紙を添付のうえ、応募先のメールアドレス宛に送付

してください。

③応募フォーム（キャッチコピーのみ）
以下のＵＲＬからアクセスし、必要事項及び応募作品等を入力して

ください。
https://sc.city.kyoto.lg.jp/multiform/multiform.php?form_id=9898

※ シンボルマークをデータで提出する場合、作品のファイルの容量
や形式等に指定がございますのでご注意ください（詳細は募集要項
をご確認ください）。

※ いずれの場合でも、用紙サイズはＡ４としてください。

応募に必要な資格はありません。
ただし、１人（１グループ）あたり３点までの応募とします。応募資格

応募内容

応募方法

応募先
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「ケアラー支援の推進」をテーマに作成してください。なお、以
下を参考に「京都市ケアラーに対する支援の推進に関する条例」
の目的や基本理念を踏まえて作成してください。

・条例の主なポイントや基本理念等がまとめられたリーフレット

https://www2.city.kyoto.lg.jp/shikai/img/news/R06/061203carer1.pdf

・京都市ケアラーに対する支援の推進に関する条例の制定の取組

https://www2.city.kyoto.lg.jp/shikai/news/R06/carer.html

募集作品
のテーマ
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